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論文内容の要旨

[目的]

様々な原因によっておこる不可逆的脳機能停止の正確な診断方法を明らかにすることを目的とした。

〔方法ならびに成績〕

特殊救急部に収容された患者で一過性に深昏睡を呈した57例と臨床的に脳死と判定された285{7rj を対

象に，①脳機能を一過性に停止させる因子②それらの因子が関与した場合の脳機能の変化③原疾患によ

る脳死の起こり方の違いなどについて retrospective に検討した。

脳死診断のなかでとくに重要な自発呼吸停止の確認方法と，補助診断法として最近注目されている聴

性脳幹反応 (auditory brainstem responses , A B R) の意義については別に項目をもうけ検討した。

これらの結果にもとづき，日本における三つの脳死判定基準，すなわち脳波学会基準，大阪大学基準，

厚生省基準について比較検討した。

脳機能を一過性に停止させる因子としては治療目的に投与されるパルビツレート，心停止後の低体温

( <320

C) および、低血圧を中心として検討した。外因性の中毒症例では脳機能は完全には抑制されず，

その判定も容易であった。これに反し治療の目的でパルビツレートを大量に投与された重症脳障害例で

は投与中脳機能は完全に抑制され，脳幹反射もすべて消失した。しかし，脳死でない症例では瞳孔径が

4mm以上に散大することはなく，脳幹反射も投与中心後13時間以内に回復しはじめ， 72時間までには完

全に回復した。一方，投与中に脳死になったと考えられる症例の瞳孔径の推移をみると，パルビツレー

トと無関係に 4mm以上に散大した。

一過d性心停止後に低体温や低血圧がみられた症例では，その期間中一過性の脳機能停止がみられたが，
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体温や血圧の回復とともに脳機能も回復した。

臨床的に脳死と判定された症例を原因疾患により二群に分類 (A群:脳の急性一次↑是非宜大病変， B群:

二次性脳病変)し，両群の神経症状の経時的推移をみると， A群ではいったん脳機能がすべて消失すれ

ば，その後回復する例はなかった。一方， B群では脳機能がすべて消失した後，再度脳幹反射が出現し

た例が1 1.4%みられた。ただし，この脳幹反応の再出現は最高17時間以内に起こり，しかも一過性で再

度すみやかに消失した。

臨床的に脳死と診断された 5 症例を対象に，あらかじめ純酸素で 5 分間調節呼吸を行った後，呼吸回

数を 0 とし呼吸器回路内に純酸素による 6 12 /min の constant flowを流した状態で 1 分毎に動脈血

ガス分析および血圧，脈拍数の推移をみた。 PaC0 2 は 1 分間に平均 4mmHg増加し， 10分間の累積は

40.0 士8.0mmHg (M ::t SD) であった。この間， P a 0 2 はほぼ，安全域に保たれていた。 また，収縮期

血圧と脈拍は全例10分まで安定していたが， 1 例で10分以後に血圧低下と徐脈がみられた。

深昏睡を呈した41111]でABR と脳幹反射の有無を比較すると，脳幹反射がすべて消失していた33例中，

ABRで I'"'-'V波を認めた例は，バルビツレートが投与されていた 211!Jのみで，残りはすべて平坦か I

波のみを認めるだけであった。脳幹反射がみられた 8 例では全例に I'"'-'V波を認めた。

日本における 3 ・つの脳死判定基準を286例の脳死症例にもとづいて比較すると，脳波学会基準ではわ

ずかに40%弱が判定対象とされるにすぎず，厚生省基準でも24%が判定対象から除外されることになっ

た。二次性脳病変では脳幹反射がすべて消失した後， 6 時間以上経過して再度，一過性に反射が出現し

た例が70例中 4111]あり，脳機能の不可逆的停止を判定する上で 6 時間の観察期間は短すぎる可能性があっ

た。

[総括]

脳の不可逆的機能停止の診断には，まず可逆的に脳機能を停止させる因子を除外する必要がある。本

研究結果から，大量のパルビツレート，一過d性心停止後の低体温 (<320C) ，低血圧は可逆的に脳機能

を停止させることが明らかになった。

無呼吸テストについては，本研究の方法で安全かっ確実に自発呼吸の有無を判定できることを明らか

にした。聴性脳幹反応 (AB R) は脳幹機能を客観的に評価する上で有用であり，とくに薬物や代謝因

子の影響を受けないため，二次性脳病変で脳幹機能の有無を確かめには有効な補助検査と考えられた。

二次性脳病変ではいったん全脳幹反射消失後，再度一過性に脳幹反射が出現する例がみられるように，

脳機能停止の不可逆性の診断には，一次性脳病変にくらべ慎重を要することがわかった。したがって二

次性脳病変の脳死判定には，一次性脳病変とは別に聴性脳幹反応も必要条件に加え，さらに24時間の時

間的経過をみることが必要であると結論できた。

論文の審査結果の要旨

様々な原因によっておこる不可逆的脳機能停止の病態と診断方法を明らかにするため，特殊救急部に
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おける脳死286例と可逆的深昏睡57例の脳機能の推移を解析した。本研究により，①大量のパルビツレー

ト投与，一過性心停止後の低体温，低血圧が可逆的に脳機能を停止させる状態を明らかにした。②二次

性脳病変による脳死例におこる一過性脳幹反応再出現の推移を明らかにした。③新たに安全な無呼吸テ

ストの方法を確立し，④聴性脳幹反応が薬物の影響を受けず，脳幹機能を評価する上で独自の価値を持

つことを明らかにした。

このように多数例において，脳死の病態を臨床的に詳細に追求，確認しており，学位に値するもので

ある。
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